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契約締結前交付書面  

（この書面は、金融商品取引法第３７条の３の規定によりお客様にお渡しする書面です。）  

  

 商     号   日本投資機構株式会社  

住    所   東京都千代田区富士見一丁目２番２７号 

秀和九段富士見町ビル３階 

電話番号 （０３）５２１２－１８１２ 

金融商品取引業者 当社は、投資助言業を行う金融商品取引業者であり、登

録番号は次のとおりです。  

登録番号：関東財務局長（金商）第２７４７号 

 

○ 投資助言契約の概要 

（１）投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様

に助言する契約です。 

（２）当社の助言に基づいて、お客様が投資を行った成果は、すべてお客様に

帰属します。当社の助言は、お客様を拘束するものではなく、有価証券等

の売買を強制するものではありません。売買の結果、お客様に損害が発生

することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。 

 

○ 助言業務の詳細・報酬等について 

当社が提供する助言業務は次のとおりです。 

商品名称 助言金融商品 助言方法 助言頻度 税込報酬額 契約期間 

単発ドカン！

スポット契約

ｍｉｎｉ 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

 

メール配信 

又は電話 

１銘柄 3,000 円 １銘柄配信で終了 

単発ドカン！

スポット契約 

ＯＮＥ 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

 

メール配信 

又は電話 

１銘柄 10,000 円 １銘柄配信で終了 

単発ドカン！ 国内上場株式 メール配信 １銘柄 30,000 円 １銘柄配信で終了 

この書面の内容を十分にお読み下さい。 
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スポット契約

Ａ 

国内上場投資

信託・指数 

 

又は電話 

単発ドカン！

スポット契約

Ｂ 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

 

メール配信 

又は電話 

１銘柄 50,000 円 １銘柄配信で終了 

単発ドカン！

スポット契約

Ｃ 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

 

メール配信 

又は電話 

１銘柄 
75,000 円 

１銘柄配信で終了 

単発ドカン！

スポット契約

Ｄ 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

 

メール配信 

又は電話 

１銘柄 
100,000 円 

１銘柄配信で終了 

単発ドカン！

プラチナラン

ク 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

メール配信 

又は電話 

１銘柄 
200,000 円 

１銘柄配信で終了 

単発ドカン！

スポット契約

ダブル 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

メール配信 

又は電話 

２銘柄 
50,000 円 

２銘柄配信で終了 

単発ドカン！

スポット契約

トリプル 

国内上場株式 

国内上場投資

信託・指数 

メール配信 

又は電話 

３銘柄 
100,000 円 

３銘柄配信で終了 

※ メール配信とは、売買の時期や価格等が記載されたメールをお客様が指定

したメールアドレスに配信することをいい、公式ＬＩＮＥ（メッセンジャ

ーアプリ）登録のあるお客様への配信も含みます。 

 

※ 自動更新ありと記載されている商品については、契約更新日前日までに解

約の申出が無いときは、契約期間と同期間が自動延長されるものとし、以

降も同様とします。 

 

※ お客様は、会員登録時に虚偽の事項を登録したときは、それによって当社

に生じた損害を賠償する責を負うものとします。 

 

※ 単発ドカンスポット契約 

最低目標利益によりコースが分かれており、契約締結後に情報を提供しま

す。当社が推奨する個別銘柄情報を電子メール、ＬＩＮＥ（公式ＬＩＮＥ

登録者）又は電話にて配信・通知後、銘柄の値動きを鑑みた助言サポート
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を適時電子メール、ＬＩＮＥ（公式ＬＩＮＥ登録者）又は電話にて行いま

す。 

単発ドカン！スポット契約ｍｉｎｉ 最低目標利益３％ 

単発ドカン！スポット契約ＯＮＥ 最低目標利益５％ 

単発ドカン！スポット契約Ａ  最低目標利益１０％ 

単発ドカン！スポット契約Ｂ  最低目標利益１５％ 

単発ドカン！スポット契約Ｃ  最低目標利益２５％ 

単発ドカン！スポット契約Ｄ  最低目標利益３５％ 

単発ドカン！プラチナランク  最低目標利益５０％ 

単発ドカン！スポット契約ダブル 最低目標利益７．５％ 

単発ドカン！スポット契約トリプル 最低目標利益１１．６％ 

 

※ 報酬金等の支払時期  

報酬は、契約時に選択されたプランのうち契約銘柄数に応じた代金を契

約時（更新の場合には更新時）に受領するものとします。支払いの方法

は、クレジットカード決済、銀行振込のいずれかとします。  

 

※ 投資助言サービスは、日本投資機構株式会社から直接提供するという方法

でのみ行なっており、提供を受けたお客様限りでご利用出来ます。投資助

言のいかなる部分についても、一切の権利は日本投資機構株式会社に帰属

しており、電子的又は機械的など手段を問わず、いかなる目的であれ、無

断で複製又は転送を決して行わないようお願いいたします。投資助言の内

容について、その一部であっても無断で複製・転送を行ったことが確認さ

れた場合は、民事訴訟手続きにより損害賠償請求を行うものとします。 

 

○ 金融商品に係るリスク 

国内株式 

・株価の変動により、元本欠損を被ることがあります。 
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・会社の経営・財務状況等の変化及びそれらに関する外部評価の変化によ

る信用状況悪化により株価が下落し、元本欠損を被ることがあります。 

・発行会社の民事再生手続や倒産等により、投資元本の全額を失うことが

あります。 

・  戦争、テロ攻撃、新種の病原菌リスクによる急変や、それにより取引場

が閉鎖されるリスクがあります。 

 

○ クーリングオフの適用 

この投資顧問契約は、クーリングオフの対象になります。具体的な取扱い

は、次のとおりです。 

１ お客様は、契約締結時の書面を受領した日から起算して１０日を経過

するまでの間、書面又は電磁的記録による意思表示で投資顧問契約の解

除を行うことができるものとします。 

※尚、情報公開日時（助言サービスの開始）が本書面受領日時よりも１日

以上後日となる場合、契約者不利益解消の為クーリングオフ期日は情報

公開日時を起算日とします。 

２ 契約の解除日は、顧客がその書面又は電磁的記録を発した日としま

す。 

３ 契約の解除に伴う報酬の精算は、次のとおりとします。 

（１）  投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合 

投資顧問契約締結のために通常要する費用（通信費等）相当額の

みを受領します。 

（２）  投資顧問契約に基づく助言を行っている場合 

① 期間契約の場合 

日割り計算した報酬額（契約期間に対応する報酬額÷契約期

間の総日数×契約締結時の書面又は電磁的記録を受け取った

日から解除日までの日数。ただし、社会通念上妥当であると認

められる分のみ）を受領します。この場合、契約期間に対応す
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る報酬額を契約期間の総日数で除した金額について生じた１

円未満の端数は切り捨てます。受領した金額から、これらの金

額を差し引いた残額を返金し、契約解除に伴う損害賠償、違約

金は請求しないものとします。 

② 助言の回数に応じて算定している場合 

銘柄数計算した報酬額（当該コース報酬額÷助言銘柄数）を受

領します。この場合、報酬額を助言銘柄数で除した金額につい

て生じた１円未満の端数は切り捨てます。受領した金額から、

これらの金額を差し引いた残額を返金し、契約解除に伴う損

害賠償、違約金は請求しないものとします。なお、助言銘柄数

は、実際に助言を行った銘柄の実績数をいい、この算定に当た

っては「期待リターン確保追求型コースにおける銘柄のカウ

ント計数方法」を準用しないものとします。 

③ デイトレード商品契約の場合（例外） 

デイトレード商品という特性上、助言開始から助言終了まで

が一日で完結することから、契約日時を起算日としてクーリ

ングオフ期間内（１０日間以内）に当該プランが終了する場合

が存在します。プラン終了後のクーリングオフ申請には応じ

られません。 

 

４ クーリングオフ期間経過後の契約の解約と返金 

クーリングオフ期間経過後は、自動更新ありと記載されている

商品を含むすべての商品において、契約を解除しようとする日

に申し出ることにより、中途での契約解除が以下の様にできる

ものとします。 

（１）投資顧問契約に基づく助言を行っていない場合 

投資顧問契約締結のために通常要する費用（封筒代、通信費等）

相当額を受領し、差額を返金いたします。 
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（２）投資顧問契約に基づく助言を行っている場合 

全額受領するものとし、返金いたしません。このとき、契約解

除に伴う損害賠償、違約金は請求しないものとします。 

 

 

○ 租税の概要 

お客様が有価証券等を売買される際には、売買された証券等の税制が適用さ

れ、例えば、株式売買益に関する課税、有価証券等から得る配当、利子等への

課税が発生します。 

 

○ 投資顧問契約の終了の事由 

投資顧問契約は、次の事由により終了します。 

（１）契約期間の終了、又は、契約銘柄の助言数の終了（契約を更新する場合

を除きます。） 

（２）クーリングオフにおいて、お客様からの書面又は電磁的記録による契約

の解除の申出があったとき（詳しくは前述クーリングオフの適用を参照下

さい。）。 

（３）当社が、投資助言業を廃業したとき。 

（４）投資不適格者、又は当社に対し不利益な言動、振る舞い、行動があると

当社判断にて認められたとき。 

（５）一定期間（６０日間）ご利用がない場合又はメール不通、電話不通など

によりサービスの提供が不可能となった場合、当社はご利用意思のないものと

判断し、自動的に退会処理を行う事ができるものとします。 

 

〇 投資顧問契約の休止 

投資顧問契約（非期間契約型商品）は、次の事由により６０日間休止いただ

けます。 

（１）長期入院や体調不良による休止 

（２）海外旅行など長期不在による休止 
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（３）その他投資家都合による休止 

※休止期間の延長は一回までとし通算１２０日を超えての休止は認められま

せん。事前に再開の意思確認を行ったにも関わらず明確な回答なく１２１日目

を超過された場合はサービス提供の履行が不可能と判断し、投資顧問契約の終

了の事由（５）を準用して、自動的に退会処理を行う事ができるものとします。 

※期間契約商品は休止対象から除外されます。 

 

○ 禁止事項 

当社は、当社が行う投資助言業務に関して、次のことが法律で禁止されてい

ます。 

（１）顧客を相手方として又は顧客のために以下の行為を行うこと 

① 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 

② 有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引

の媒介、取次ぎ又は代理 

③ 次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 

・取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取

引 

・外国金融市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引  

④ 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理 

（２）当社及び当社と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、

顧客から金銭、有価証券の預託を受け、又は当社及び当社と密接な関係に

ある者に顧客の金銭、有価証券を預託させること 

（３）顧客への金銭、有価証券の貸付け、又は顧客への第三者による金銭、有

価証券の貸付けの媒介、取次ぎ、代理を行うこと 

○ 苦情処理措置 

お客様からの苦情につきましては、当社が定める苦情・紛争処理規程に基づ

いて当社の苦情取扱責任者が対応させていただきます。お客様は、苦情・紛

争処理規程を当社において閲覧することが可能です。 

苦情の受付窓口については以下のとおりです。 
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電     話  （０３）５２１２－１８１２ 

苦情取扱責任者  大林 裕武 

 

○ 紛争解決措置について（ＡＤＲ制度）について 

当社とお客様との間における紛争を次に掲げる紛争解決機関によるあっせん

又は仲裁手続により解決を図ることとしています。 

１ 東京弁護士会紛争解決センター  （０３）３５８１－００３１ 

２ 第一東京弁護士会仲裁センター  （０３）３５９５－８５８８ 

３ 第二東京弁護士会仲裁センター  （０３）３５８１－２２４９ 

当社は、紛争解決機関との協定書及び紛争解決機関の規則を遵守し、紛争解

決機関が行う斡旋の手続きに従って、紛争の解決に努めます。 

 

〇 合意管轄条項  

日本投資機構株式会社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  
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会社の概要 

 

１ 資 本 金   金１０００万２４円 

 

２ 役 員 の 氏 名   代表取締役 田中 類 

             取 締 役 志村 暢彦 

             取 締 役 山崎 毅 

 

３ 主 要 株 主   田中 類  山崎 毅  志村 暢彦 

 

４ 投資分析・判断を行う部署 投資戦略部 

 

５  投資助言を行う部署  投資戦略部・営業部・業務部  

 

６ 当社への連絡方法 

当社へご連絡の際は、次の電話番号にご連絡下さい。 

（０３）５２１２－１８１２ 

 

７ 当社が加入している金融商品取引業協会 

当社は、金融商品取引業協会又は対象事業者となる認定投資者保護団体に加

入していません。 

 

８ 当社が行う業務 

当社は、投資助言業の他に、投資に関するセミナーを行っています。  


